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１

監
査
委
員
公
告

監
査
結
果
公
告
第
５
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
9
9
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
を
執
行
し
、
そ

の
結
果
を
秋
田
県
知
事
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
と
お
り
当
該
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措

置
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
1
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

平
成
1
5
年
５
月
２
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
辻
　
　
　
久
　
男
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
田
嶋
　
伝
　
一

秋
田
県
監
査
委
員
　
山
　
田
　
昭
　
郎

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
　
玉
　
和
　
夫

財
─
─
─
─
─
1
6
6
1

平
成
1
5
年
３
月
2
5
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
様

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

監
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
（
通
知
）

平
成
1
5
年
２
月
2
1
日
付
け
監
委
―
7
6
1
で
通
知
の
あ
り
ま
し
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
別
紙
の
と
お

り
提
出
し
ま
す
。

別
紙

（
指
摘
事
項
）

①
　
未
収
金
の
収
納
整
理
に
努
め
る
こ
と
。（
平
成
1
2
年
度
発
生
：
１
件
1
6
,8
6
8
円
）

②
　
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
未
払
金
の
額
と
元
帳
の
額
が
異
な
っ
て
い
る
の

で
、
債
務
管
理
を
正
確
に
行
う
こ
と
。

（
所
管
課
措
置
事
項
）

①
　
平
成
1
4
年
度
末
ま
で
に
収
納
整
理
す
る
よ
う
指
導
し
ま
し
た
。

②
　
債
務
管
理
を
適
正
に
行
う
よ
う
指
導
し
ま
し
た
。

（
指
摘
事
項
）

売
掛
金
の
収
納
整
理
に
努
め
る
こ
と
。（
平
成
1
4
年
1
1
月
末
現
在
：
5
4
,2
2
6
円
）

（
所
管
課
措
置
事
項
）

平
成
1
4
年
1
1
月
以
降
、
1
2
,2
2
6
円
回
収
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
後
と
も
、
督
促
・
訪

問
等
に
よ
り
債
務
者
と
話
し
合
い
を
続
け
、
回
収
に
努
力
す
る
よ
う
指
導
し
て
ま
い
り

ま
す
。
（
平
成
1
5
年
３
月
末
現
在
残
高
：
4
2
,0
0
0
円
）

（
指
摘
事
項
）

北
欧
の
杜
公
園
管
理
事
務
所
に
お
い
て
徴
収
し
た
利
用
料
金
を
、
県
に
直
ち
に
納
付

せ
ず
、
数
日
か
ら
数
ケ
月
管
理
事
務
所
内
に
保
管
さ
れ
て
い
た
の
で
改
善
す
る
こ
と
。

（
所
管
課
措
置
事
項
）

使
用
料
に
つ
い
て
は
、
徴
収
後
直
ち
に
納
付
す
る
よ
う
指
導
し
ま
し
た
。

監
査
団
体
名
財
団
法
人
秋
田
県
国
民
年
金
福
祉
協
会

所
管
課
名
福
祉
政
策
課

監
査
年
月
日
平
成
1
5
年
２
月
３
日

監
査
団
体
名
財
団
法
人
秋
田
県
国
民
年
金
福
祉
協
会

所
管
課
名
福
祉
政
策
課

監
査
年
月
日
平
成
1
5
年
２
月
３
日

監
査
団
体
名
財
団
法
人
秋
田
県
勤
労
者
福
祉
事
業
団

所
管
課
名
労
働
政
策
課

監
査
年
月
日
平
成
1
5
年
２
月
３
日

監
査
団
体
名
財
団
法
人
秋
田
県
総
合
公
社

所
管
課
名
総

務
課

監
査
年
月
日
平
成
1
5
年
２
月
４
日

監
査
団
体
名
秋
田
県
畜
産
農
業
協
同
組
合
連
合
会

所
管
課
名
農
畜
産
振
興
課

監
査
年
月
日
平
成
1
5
年
２
月
４
日
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（
指
摘
事
項
）

補
助
金
（
肉
用
牛
出
荷
調
整
対
策
緊
急
事
業
補
助
金
：
7
0
0
,0
0
0
円
）
の
未
収
分

が
、
計
上
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
今
後
、
計
上
漏

れ
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

（
所
管
課
措
置
事
項
）

補
助
金
の
未
収
分
に
つ
い
て
は
、
未
収
補
助
金
と
し
て
当
該
年
度
に
計
上
処
理

し
、
事
務
処
理
を
適
正
に
遂
行
す
る
よ
う
指
導
し
ま
し
た
。

（
指
摘
事
項
）

未
収
金
の
収
納
整
理
に
努
め
る
こ
と
。

（
平
成
1
4
年
1
1
月
末
現
在
：
2
7
2
,5
8
6
,1
2
9
円
）

（
所
管
課
措
置
事
項
）

面
談
に
よ
る
督
促
や
分
割
納
入
な
ど
に
よ
り
、
未
収
額
を
2
4
2
,5
3
8
,1
9
9
円
（
平
成

1
5
年
２
月
末
現
在
）
ま
で
圧
縮
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
文
書
や
面
談
に
よ
る
督
促
、
分
割
納
入
の
協
議
、
必
要
な
場
合
は
弁
護

士
に
依
頼
す
る
な
ど
、
債
権
の
保
全
及
び
未
収
金
の
収
納
整
理
に
努
め
る
よ
う
指
導
し

て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

分
譲
事
業
及
び
管
理
事
業
に
お
い
て
、
多
額
の
未
収
金
が
あ
り
、
こ
の
収
納
整
理
に

特
段
の
努
力
を
要
す
る
。
（
平
成
1
4
年
９
月
末
現
在
：
7
,6
9
5
,6
9
6
円
）

（
所
管
課
措
置
事
項
）

文
書
、
自
宅
訪
問
等
に
よ
る
本
人
へ
の
督
促
及
び
連
帯
保
証
人
へ
の
文
書
督
促
に
努

め
た
結
果
、
平
成
1
5
年
２
月
末
現
在
で
の
未
収
金
残
高
は
、
7
,1
8
8
,9
5
6
円
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。

今
後
も
引
き
続
き
回
収
に
努
め
る
よ
う
指
導
し
て
ま
い
り
ま
す
。

監
査
団
体
名
社
団
法
人
秋
田
県
農
業
公
社

所
管
課
名
農
林
政
策
課

監
査
年
月
日
平
成
1
5
年
２
月
５
日

監
査
団
体
名
秋
田
県
住
宅
供
給
公
社

所
管
課
名
建
築
住
宅
課

監
査
年
月
日
平
成
1
5
年
２
月
５
日

（
指
摘
事
項
）

①
　
賃
借
料
（
駐
車
場
借
上
）
の
支
払
い
に
お
い
て
、
2
1
,0
0
0
円
の
過
払
い
が
あ
る

の
で
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

②
　
そ
の
他
固
定
資
産
（
什
器
備
品
）
の
計
上
額
（
3
,4
5
8
,7
6
4
円
）
に
4
9
,0
2
9
円

の
償
却
不
足
が
生
じ
て
い
る
の
で
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
所
管
課
措
置
事
項
）

①
　
平
成
1
4
年
度
決
算
で
雑
入
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

②
　
平
成
1
4
年
度
決
算
で
処
理
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

□
会
計
事
務
に
不
適
正
な
処
理
が
あ
る
の
で
、
改
善
す
る
こ
と
。

①
　
退
職
給
与
引
当
預
金
の
利
息
（
3
7
,4
6
7
円
）
が
収
支
計
算
書
に
計
上
さ
れ
て
い

な
い
。

②
　
社
会
保
険
料
及
び
源
泉
所
得
税
を
管
理
す
る
普
通
預
金
口
座
の
利
息
等
（
6
0
,0
3
6

円
）
が
収
入
に
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。

③
　
３
月
分
の
社
会
保
険
料
事
業
主
負
担
分
（
1
7
1
,1
6
5
円
）
が
未
払
金
と
し
て
計
上

さ
れ
て
い
な
い
。

④
　
社
会
保
険
料
（
1
6
8
,5
4
4
円
）
、
源
泉
所
得
税
（
1
7
9
,5
1
3
円
）
、
労
働
保
険
料

個
人
負
担
分
（
1
0
9
,9
4
4
円
）
が
預
り
金
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。

（
計
4
5
8
,0
0
1
円
）

□
会
計
監
査
報
告
を
監
事
の
代
理
の
者
が
署
名
捺
印
し
て
理
事
会
及
び
総
会
に
提
出

し
て
い
る
が
、
監
事
は
そ
の
性
質
上
、
各
自
が
自
分
の
判
断
と
責
任
で
単
独
に
職
務

を
執
行
す
べ
き
も
の
で
、
代
理
の
者
の
報
告
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
改
善
す
る
こ

と
。

（
所
管
課
措
置
事
項
）

□

監
査
団
体
名
財
団
法
人
秋
田
県
建
築
住
宅
セ
ン
タ
ー

所
管
課
名
建
築
住
宅
課

監
査
年
月
日
平
成
1
5
年
２
月
５
日

監
査
団
体
名
社
団
法
人
あ
す
の
秋
田
を
創
る
協
会

所
管
課
名
県
民
文
化
政
策
課

監
査
年
月
日
平
成
1
5
年
２
月
５
日

（
２
）

（
１
）

（
１
）



平成15年 5月 2日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

３

①
　
一
般
会
計
の
雑
収
入
と
し
て
処
理
す
る
よ
う
指
導
し
ま
し
た
。

②
　
一
般
会
計
の
雑
収
入
と
し
て
処
理
す
る
よ
う
指
導
し
ま
し
た
。

③
　
未
払
金
と
し
て
計
上
す
る
よ
う
指
導
し
ま
し
た
。

④
　
預
り
金
と
し
て
計
上
す
る
よ
う
指
導
し
ま
し
た
。

会
計
処
理
に
つ
き
ま
し
て
は
、
引
き
続
き
適
切
な
処
理
を
行
う
よ
う
指
導
し
て

ま
い
り
ま
す
。

□
今
後
、
監
事
が
監
査
の
任
務
を
果
た
す
よ
う
指
導
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

期
末
決
算
に
お
い
て
、
営
業
外
収
益
の
受
取
利
息
に
5
,8
0
8
円
の
計
上
不
足
が
あ
る
の

で
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
所
管
課
措
置
事
項
）

計
上
不
足
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
4
年
度
決
算
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す
。

今
後
は
、
事
務
処
理
を
適
切
に
遂
行
す
る
よ
う
指
導
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
必
要

に
応
じ
て
帳
簿
類
の
確
認
等
も
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

①
　
基
本
財
産
の
処
分
を
行
う
場
合
は
知
事
の
承
認
を
得
る
こ
と
と
規
定
（
定
款
７

条
）
さ
れ
て
い
る
が
、
平
成
1
3
年
度
の
出
資
金
処
分
（
３
件
、
1
1
,0
0
0
千
円
）
に

お
い
て
、
知
事
の
承
認
決
定
通
知
書
の
交
付
を
受
け
ず
に
処
理
し
て
い
る
の
で
、

今
後
は
適
正
に
執
行
す
る
こ
と
。

②
　
県
か
ら
受
託
し
た
「
物
産
展
開
催
事
業
」
に
つ
い
て
、
仕
様
書
で
「
首
都
圏
で

年
３
回
実
施
」
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
京
と
秋
田
で
各
１
回
実
施

し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
変
更
契
約
が
な
く
、
当
初
契
約
額
に
よ
り
委
託

料
が
交
付
さ
れ
て
い
た
の
で
、
今
後
は
適
正
に
執
行
す
る
こ
と
。

監
査
団
体
名
株
式
会
社
玉
川
サ
ー
ビ
ス

所
管
課
名
観

光
課

監
査
年
月
日
平
成
1
5
年
２
月
６
日

監
査
団
体
名
財
団
法
人
秋
田
県
物
産
振
興
会

所
管
課
名
観

光
課

監
査
年
月
日
平
成
1
5
年
２
月
６
日

（
所
管
課
措
置
事
項
）

①
　
今
後
は
、
適
正
に
処
理
す
る
よ
う
に
指
導
し
て
ま
い
り
ま
す
。

②
　
仕
様
書
で
は
「
商
談
会
」
の
開
催
に
つ
い
て
「
首
都
圏
で
年
３
回
実
施
」
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
よ
り
多
く
の
事
業
者
を
参
加
さ
せ
て
事
業
効
果
を

高
め
る
た
め
、
第
２
回
を
秋
田
市
で
実
施
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
商
談
相

手
の
旅
費
等
の
諸
経
費
が
増
加
し
、
第
３
回
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
事
業
に
係
る
支
出
は
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
過
不

足
は
な
い
も
の
と
認
め
て
お
り
ま
す
。

た
だ
し
、
契
約
変
更
に
係
る
手
続
き
を
踏
ま
え
ず
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
今
後
は
、
適
正
に
実
施
す
る
よ
う
指
導
、
監
督
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

未
収
金
の
収
納
整
理
に
特
段
の
努
力
を
要
す
る
。

（
平
成
1
4
年
1
0
月
末
現
在
：
2
3
6
,1
9
5
,0
0
6
円
）

（
所
管
課
措
置
事
項
）

平
成
1
4
年
度
に
お
い
て
は
、
前
年
度
に
整
備
し
た
未
収
債
権
の
管
理
・
処
理
体
制
を

継
続
す
る
と
と
も
に
、
現
下
の
経
済
情
勢
の
悪
化
に
よ
る
新
規
発
生
デ
フ
ォ
ル
ト
案
件

に
迅
速
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
経
営
支
援
課
内
に
責
任
部
署
を
設
置
し
、
未
収
企
業
の

実
態
調
査
等
を
行
い
四
半
期
毎
に
未
収
債
権
の
見
直
し
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
未
収
債
権
の
分
類
を
こ
れ
ま
で
の
４
分
類
か
ら
５
分
類
と
更
に
細
分
化
し
、

よ
り
実
態
に
即
し
た
債
権
管
理
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
償
却
処
理
を
必
要
と
す
る
案
件
や
こ
れ
ま
で
不
定
期
入
金
と
な
っ
て

い
た
債
権
に
つ
い
て
、
債
務
者
や
連
帯
保
証
人
か
ら
定
期
的
な
回
収
が
可
能
と
な
り
、

平
成
1
5
年
１
月
末
現
在
の
未
収
額
は
、
2
2
3
,6
4
6
千
円
と
な
っ
て
お
り
、
前
年
度
末
残

高
の
3
0
3
,3
7
2
千
円
に
比
較
し
、
7
9
,7
2
6
千
円
減
少
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
実
態
に
即
し
た
債
権
管
理
を
行
い
、
未
収
金
の
収
納
整
理
に
努
め
る
よ

う
指
導
し
て
ま
い
り
ま
す
。

監
査
団
体
名
財
団
法
人
あ
き
た
産
業
振
興
機
構

所
管
課
名
商
工
業
振
興
課

監
査
年
月
日
平
成
1
5
年
２
月
６
日

（
２
）
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